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問い
合わせ

　安心して病院などにかかれるよう、すべての方が医療保険に加入する

こととなっています。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入して

いる方、生活保護受給者以外は、国民健康保険の被保険者になります。

わたしたちの健康を守る

国民健康保険

高額療養費の申請で

領収書の提示が

不要になりました

保
険
税
は

世
帯
主
課
税
で
す

　

同
一
世
帯
内
に
国
民
健
康
保

険
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
保

険
税
の
納
税
義
務
者
は
加
入
者

本
人
で
は
な
く
世
帯
主
で
す
。

そ
の
た
め
、
納
税
通
知
書
な
ど

は
全
て
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
・
減
免
制
度

■
軽
減
制
度

　

世
帯
主
と
加
入
者
の
前
年
の

総
所
得
金
額
等
の
合
計
が
下
表

の
判
定
基
準
額
以
下
の
場
合
に

は
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
軽

減
を
受
け
る
に
は
住
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
（
扶
養
控
除
を
受

け
て
い
る
方
、
課
税
資
料
が
役
場

に
届
い
て
い
る
方
は
除
く
）。

■
減
免
制
度

　

次
の
①
〜
④
の
事
項
に
該
当

す
る
場
合
、
減
免
が
受
け
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
納
期

限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請
手
続

き
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た

②
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

③
継
続
し
て
６
か
月
以
上
の
入

院
療
養
が
必
要
と
な
っ
た

④
失
業
、
事
業
の
廃
止
な
ど
に

よ
り
著
し
く
所
得
の
減
収
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

※
③
、
④
は
一
定
の
所
得
基
準

あ
り

　

ま
た
、
65
歳
未
満
で
あ
り
倒

産
や
解
雇
な
ど
自
ら
望
ま
な
い

理
由
で
離
職
し
た
方
は
、
離
職

日
の
翌
日
が
属
す
る
年
度
か
ら

翌
年
度
末
ま
で
の
間
は
、
前
年

の
総
所
得
金
額
等
の
う
ち
給
与

所
得
を
７
割
軽
減
し
て
国
民
健

康
保
険
税
を
計
算
し
ま
す
。

　

申
請
手
続
き
に
は
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
と
印
鑑
が
必

要
で
す
。

　

平
成
31
年
３
月
診
療
分
以

降
の
申
請
は
、
申
請
者
の
利

便
性
を
考
慮
し
て
医
療
機
関

等
の
領
収
書
の
提
示
を
不
要

と
し
、
申
請
書
に
一
部
負
担

金
を
支
払
っ
た
こ
と
を
記
載

し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
案
内
は
が
き
が
届

い
た
ら
、
保
険
医
療
課
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
持
ち
物

案
内
は
が
き
、
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
、
認
印
、
振
込
先

の
通
帳
又
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ

か
る
も
の

※
平
成
31
年
２
月
診
療
分
以

前
の
申
請
は
、
領
収
書
の

提
示
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

保
険
医
療
課

　

内
線
１
５
５

医療分
後期高齢者
支援金分

介護納付金分
（40～64歳の
被保険者がいる場合）

所得割
Ａ

（総所得－33万円）
×5.1％

（総所得－33万円）
×2.1％

（総所得－33万円）
×1.25％

均等割
Ｂ

被保険者の人数
×26,700円

被保険者の人数
×3,900円

被保険者の人数
×7,900円

平等割
Ｃ

27,900円 9,300円 6,000円

合計
Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（最大58万円）
Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（最大19万円）
Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（最大16万円）

年税額 医療分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分

※医療分の賦課限度額を54万円から国が示す58万円に改正
※総所得には譲渡所得（特別控除後）も含む
※税額は、中途加入した場合は加入月から、中途脱退した場合（ほかの健康保
険に加入、ほかの市町村へ転出など）は脱退した月の前月までの月割支払い

国民健康保険税の計算方法

７割軽減 33万円（変更なし）

５割軽減
33万円＋28万円×（被保険者数
＋旧国保被保険者数※）

２割軽減
33万円＋51万円×（被保険者数
＋旧国保被保険者数※）

軽減の判定基準金額が変わりました

※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行
した人（特定同一世帯所属者）の数

18広報ひがしうら 令和元年７月合併号



入
者

・
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未

満
・
世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上

の
公
的
年
金
受
給
者

・
介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
、
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
税
の
合
算
額
が
１
回

あ
た
り
の
年
金
受
給
額
の
２

■
個
人
納
付（
普
通
徴
収
）

納
付
方
法

■
口
座
振
替
で

　

納
付
は
原
則
、
口
座
振
替
で

お
願
い
し
ま
す
。
申
請
が
必
要

な
た
め
、
通
帳
お
よ
び
通
帳
の

届
出
印
を
持
っ
て
、
役
場
税
務

課
ま
た
は
金
融
機
関
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

分
の
１
を
超
え
な
い
方

■
介
護
保
険
料
の
納
付

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方

は
、
介
護
保
険
分
も
医
療
分
と

一
緒
に
納
付
し
ま
す
。
65
歳
以

上
の
方
は
、
知
多
北
部
広
域
連

合
か
ら
届
く
納
付
書
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
P 

15
参
照

　

口
座
振
替
の
手
続
き
を
し
て

い
な
い
方
は
、
７
月
中
旬
に
送

付
す
る
納
付
書
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

■
年
金
か
ら
の
天
引
き

　（
特
別
徴
収
）

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場

合
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加

納期限

期　

別

納
期
限

第
1
期

７
月
31
日(

水)

第
2
期

９
月
２
日(

月)

第
3
期

９
月
30
日(

月)

第
4
期

10
月
31
日(

木)

第
5
期

12
月
２
日(

月)

第
6
期

12
月
25
日(

水)

第
7
期

令
和
２
年

１
月
31
日(

金)

第
8
期

３
月
２
日(

月)

登録しませんか

避難行動要支援者

名簿

ごみ出し支援を

希望する方へ

　

災
害
発
生
時
に
避
難
の
支
援

を
必
要
と
す
る
方
を
事
前
に
把

握
し
、
避
難
誘
導
、
安
否
確
認
、

避
難
所
な
ど
で
の
生
活
支
援
を

迅
速
か
つ
的
確
に
行
う
た
め
、

「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」を

整
備
し
て
い
ま
す
。
作
成
し
た

名
簿
は
、
民
生
委
員
を
は
じ
め

と
し
た
避
難
支
援
等
関
係
者
に

情
報
提
供
し
ま
す
。
対
象
と
な

る
方
で
、
名
簿
へ
の
登
録
を
希

　

も
え
る
ご
み
を
近
く
の
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
持
ち

出
す
こ
と
が
困
難
な
世
帯
を

対
象
に
、
ご
み
出
し
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象　

も
え
る
ご
み
を
自
力

で
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
搬

送
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
で
、

次
の
方
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世

帯・
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に

望
す
る
方
は
問
い
合
わ
せ
先
へ
。

※
災
害
発
生
時
に
必
ず
支
援
が

な
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
対
象

　

災
害
発
生
時
に
自
力
で
避
難

す
る
こ
と
が
困
難
で
、
次
の
い

ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
方

（
社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
ま
た

は
入
院
し
て
い
る
方
は
除
く
）

①
要
介
護
３
か
ら
５
ま
で
の
方

②
要
介
護
１
又
は
要
介
護
２
で
、

ひ
と
り
暮
ら
し
又
は
同
居
の

家
族
が
65
歳
以
上
の
方

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は

２
級
の
方
（
心
臓
・
じ
ん
臓

機
能
障
害
の
み
で
該
当
す
る

方
は
除
く
）

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
又
は
２
級
で
、
ひ
と
り

登
録
さ
れ
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
方

●
支
援
の
内
容

　

玄
関
先
な
ど
、
事
前
に
取
り

決
め
た
場
所
に
出
さ
れ
た
「
も

え
る
ご
み
」
を
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ま
で
運
搬
し
ま
す
。

●
手
数
料　

1
回
50
円

●
申
し
込
み　

ご
み
出
し
支
援

申
込
書
を
区
長
、
自
治
会
長
ま

た
は
地
区
民
生
委
員
へ

※
申
込
書
は
環
境
課
、
各
地
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で

配
布
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

●
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課　

内
線
２
８
３

暮
ら
し
の
方

⑤
療
育
手
帳
A
判
定
の
方

⑥
難
病
疾
患
が
あ
り
、
歩
行
が

困
難
な
方

⑦
75
歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら
し

の
方
又
は
75
歳
以
上
の
み
の

世
帯
の
方

⑧
75
歳
以
上
で
日
中
ひ
と
り
暮

ら
し
の
方

⑨
そ
の
他
支
援
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
方

●
登
録
申
請
書
の
送
付

　

対
象
①
〜
⑤
に
該
当
す
る
方

へ
、
７
月
上
旬
に
登
録
申
請
書

を
郵
送
し
ま
す
。
登
録
を
希
望

す
る
方
は
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

ふ
く
し
課　

内
線
１
２
４
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